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名前の読みを制限する戸籍法改正は、個性的な名前を減少させるか？

荻原 祐二（青山学院大学 教育人間科学部， yogihara@ephs.aoyama.ac.jp）

Will the reform of the family registration law that limits readings of names decrease the rates of unique 
baby names?

Yuji Ogihara (College of Education, Psychology and Human Studies, Aoyama Gakuin University, Japan)

要約
本稿では、2023年に成立し2024年より施行予定の戸籍法改正の概要をまとめながら、戸籍法の改正が名づけ・命名に与える影
響、特に個性的な名前の出現頻度に与える影響について議論した。今回の戸籍法改正には、戸籍に氏名の読みが新たに登録さ
れることと、氏名に用いられる漢字の読み方が制限されることという2つの大きな変更が含まれている。しかし、この2点は、
執筆時点（2023年9月）で公開されている情報に基づけば、個性的な名前の出現頻度に大きな影響は与えないと予測される。
少なくとも、これまでの個性的な名前の割合の増加傾向が反転する、つまり個性的な名前の割合が減少するほどの影響はない
と予測される。戸籍に氏名の読みを登録することが義務付けられる前から、氏名の読みは他の多くのデータベースには既に登
録され、出生時に与えられた名前の読みは変更しないことが一般的である。そのため、戸籍に読みが登録されることになって
も、名づけには大きな影響はないと考えられる。また、漢字の読みが制限されるものの、これまでと同様に、「戸籍法等の改
正に関する要綱案」に記された「幅広い名乗り訓等を許容してきた我が国の命名文化を踏まえた運用」が行われる限り、個性
的な命名は許容されており、その頻度が制限される程度は低いと考えられる。

Abstract
This article summarizes the reform of the family registration law that was enacted in 2023 and is planned to be acted in 2024, 
and discusses the potential influences on naming, especially on the rates of unique baby names. This reform includes two ma-
jor changes: registering readings of names in the family database and limiting readings of names written in Chinese characters. 
However, based on the information available at the time of writing this article (September 2023), it is predicted that these two 
changes will not extensively affect the rates of unique baby names. It is expected that the trend of increasing unique names will 
not reverse, which means that the predicted influence of the reform is not so profound. Until readings of names are forced to 
be registered in the family database, it has been common that they are registered in many other databases and people do not 
change their readings of names that are given at birth. Thus, even when readings of names are mandated for registry in the fam-
ily database, major changes in naming are not predicted. Moreover, even when some readings of names are restricted, as long as 
“Japanese traditional naming practice that has allowed a broad range of readings of Chinese characters such as nanori” (stated in 
the draft proposal) continues, giving unique names is permitted, and the extent of the restriction is estimated to be small.
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1.  はじめに
　戸籍法の一部を改正する法律が2023年6月に成立し、2024
年度より施行される予定である（本稿執筆時点：2023年9月）。
この法改正は、一部の国民にのみ影響を与える限定的なもの
ではなく、現在戸籍を有する全国民、そして今後戸籍に新た
に登録される全国民に影響を与える大きな変化と言える。
　今回の法改正は、命名・名づけ文化、そして日本人の心理・
行動に様々な影響を与えると考えられる。法律は、人間の生
活や習慣に規律や制限を与えるものであり、心理・行動を考
える上でも重要な要因となる（e.g.， 田中， 1964；安岡， 2011；
矢沢・呉， 2022）。
　本稿では、今回の戸籍法改正が命名・名づけ文化に与える
影響を検討する。具体的には、戸籍法改正によって個性的な
名前が減少するかを議論する。本稿では、明示しない限り、「名

前」と表記した際には、氏名の名（ファーストネーム・パーソ
ナルネーム）を意味し、個性的な名前とは、出現頻度が低い
名（ファーストネーム・パーソナルネーム）を意味する。
　また、本稿では、「キラキラネーム」（または「DQNネーム」）
という言葉は用いない。これらの言葉は、社会で広く用いら
れているが（e.g.， 荻原， 2022a；荻原， 2023c）、定義が曖昧で
あり（荻原， 2022b；荻原， 2023b）、不要な誤解を招く可能性
がある。ただし、「キラキラネーム」をその広義とも言える「頻
度が低い名前」と定義すれば、本稿で用いている「個性的な名
前」と言い換えることができる。

2.  戸籍法改正の概要
　今回の法改正には、個性的な名前の出現頻度を予測するに
あたって、少なくとも二つの重要な変更が含まれている。第
一に、戸籍に氏名の読みを新たに登録することが義務付けら
れることである。第二に、氏名に用いられる漢字の読み方に
制限が加えられることが挙げられる。以下に概要を述べる。
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2.1  戸籍に氏名の読みが登録される
　これまでは、戸籍には氏名の表記が登録され、その読みに
ついては、登録されていなかった。つまり、戸籍上は名前に
用いられる漢字の読みは定められていなかったと言える。
　しかし、今回の法改正により、戸籍に氏名の読みを新たに
登録することとなった。よって、名前の表記だけでなく、そ
の読みも、戸籍に登録され、名前として記録されることにな
る。
　名前は、その表記と読みの両方があって初めて個人として
弁別可能なものとなり得る。なぜなら、同じ表記であっても
複数の読みがあり得るし、同じ読みであっても複数の表記が
あり得るため、個人の弁別には両者が必要であるためである
（Ogihara, 2021c；荻原， 2022c；笹原， 2023；ただし、表記と
その読みの両方が同じ場合もあり得るため、両者が揃ってい
れば常に弁別ができるという訳ではない）。このことを考え
ると、日本で最も基礎的かつ重要な公的データベースに、名
前の読みがこれまで登録されていなかったこと自体が驚きと
も言える。実際に、地方自治体が管理する住民基本台帳や銀
行・保険会社の金融機関のデータベースなどでは、名前の表
記と読みの両方が登録されていることが一般的である。

2.2  氏名に用いられる漢字の読み方が制限される
　これまでは、氏名に使用される漢字の読み方については、
制限はなかった。つまり、名前の漢字は自由に読むことがで
きたと言える。ただし、これまでも命名・名づけにおいて、
いくつかの制限があった。戸籍法の第五十条において、「子
の名には、常用平易な文字を用いなければならない。②常用
平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める」と記されて
いる。この「常用平易な文字」については戸籍法施行規則第
六十条において、「戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字
は、次に掲げるものとする。一 常用漢字表（平成二十二年内
閣告示第二号）に掲げる漢字（括弧書きが添えられているもの
については、括弧の外のものに限る。）二 別表第二に掲げる漢
字 三 片仮名又は平仮名（変体仮名を除く。）」と定められてお
り、使用できる文字の種類はひらがなとカタカナ、漢字のみ
となっている。つまり、算用数字（アラビア数字；1、5、9な
ど；漢数字は可能）やアルファベット、記号などは名前に使
用できない。また、本稿執筆時点（2023年9月）において、名
前に使用できる漢字は常用漢字2136字と人名用漢字863字の、
合わせて2999字と定められている（詳細は、法務省（2023a）
や安岡（2011）を参照）。
　しかし、今回の法改正により、名前に使用される漢字の読
み方があらたに制限されることになる。「戸籍法等の改正に
関する要綱案」（法務省， 2023b）によれば、「氏名として用い
られる文字の読み方として一般に認められているものでなけ
ればならない」とされている。
　ただし、この「一般に認められているもの」という表現は、
曖昧で不明確であるため、実際にどの程度の制限が加えられ
るのか、本稿執筆時点（2023年9月）では明らかでない。まず、
文字の読み方として「認められている」程度は連続変量（スペ
クトラム）であるため、「一般に認められている」読み方と「一
般に認められていない」読み方を二分法的（カテゴリカル）に

区別することは容易ではないと考えられる。
　また、「一般に」というのは何を意味しているか明瞭ではな
い。文字の読み方、特に名前に用いられる漢字の読み方は非
常に多様であることが知られている（e.g., Ogihara, 2021c；荻
原， 2022c；笹原， 2023）。そして名前の傾向には性差・年代差・
地域差などがあるため、誰に、またはどの集団において認め
られていれば、「一般」的と言えるのか明らかでない。例えば、
若い世代ではよく名づけに用いられる一般的な読み方であっ
ても、高齢の世代からすれば一般的ではないかもしれない。
　しかし、その直後に、注として、「市町村長の行う本文第1
の2の審査においては、幅広い名乗り訓等を許容してきた我
が国の命名文化を踏まえた運用とする」（法務省， 2023b）と
追記されている。よって、実質的にはこれまでと同様に、広
く多様な名前の読みが受け入れられるものと解釈される。

3.  個性的な名前の命名に与える影響
3.1  近年の命名の傾向
　今後の命名・名づけの傾向を予測するためには、これまで
の傾向を把握していることが不可欠である。
　先行研究によって、少なくとも1980年代から個性的な名前
の割合は増加していることが明らかにされている（レビュー
として、荻原， 2023a）。Ogihara（2021a）は、明治安田生命
保険相互会社が公開している新生児の名前データを用いて、
2004年から2018年における低頻度の名前の割合の変化を分
析した。その結果、低頻度の名前の割合は増加していた。
　さらに、Ogihara and Ito（2022）は、全国の様々な地方自
治体の広報誌から新生児の名前を収集し、1979年から2018
年の40年間における、低頻度の名前の割合の変化を検討した。
その結果、低頻度の名前は40年間にわたって増加していた。
　加えて、毎年公開されている、人気のある名前ランキング
において、頻度の高い名前の割合が、2004年から2013年の
間に減少していたという結果も報告されている（Ogihara et 
al., 2015）。同様に、上述のOgihara（2021a）の研究で用いら
れたデータに対して、低頻度の名前ではなく、高頻度の名
前の変化を分析した所、高頻度の名前の割合は2004年から
2018年にかけて減少していた（Ogihara, 2022a）。これらの結
果も、個性的な名前の割合が増加していることを支持する知
見と言える。
　したがって、少なくとも1979年から2018年において、個
性的な名前の割合は増加していることが、複数の実証研究か
ら一貫して示されている。
　このように個性的な名前が増えている状況で、今回の戸籍
法の改正によって、この個性的な名前の増加傾向が変わるか
どうかを以下で検討する。既に述べた、今回の戸籍法改正に
おける重要な2点の変更が、個性的な名前の出現頻度に与え
る影響を議論する。

3.2  戸籍に氏名の読みが登録されることによる影響
　これまで、戸籍に名前の読みが登録されないからといって、
後先考えずに名前が決められていた訳ではない。戸籍以外の
手続きにおいては、氏名の読み方は登録されていることが一
般的である。例えば、新生児が生まれてから14日以内にその
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出生を報告する出生届においては、氏名の表記に加えて、そ
の読みも報告し、それが登録される。また、学校や職場など
に所属する時や、銀行や保険会社などの金融機関との契約な
ど、社会的な生活を送る上で、氏名の読みは表記と共に登録
されていることが多い。つまり、実質的には、出生時に決め
られた名前の読みが、今後のその人の名前として一生使用さ
れることが一般的である。したがって、戸籍に名前が新たに
登録されることになったからといって、名づけや命名の仕方
に大きな影響があるとは想定されず、個性的な名前の出現頻
度にも大きな変化があるということは考えにくい。
　ただし、戸籍に名前の読みが登録されることによって、名
前の読みの公的な変更が困難になることが強調されると、個
性的な名前を与える程度が抑制される可能性も考えられる。
これまで、名前の読みは戸籍に登録されていなかったため、
表記の変更では必要となる家庭裁判所の手続きを経ることな
く、変更することが可能であった。しかし、出生時点での名
前の読みは社会生活を送る様々な場所で使用・登録されてお
り、それらを変更することは容易ではないと元来認識されて
いることを考慮すると、この可能性も大きなものとは考えに
くい。

3.3  氏名に用いられる漢字の読み方が制限されることによる
影響
　少なくとも本稿執筆時点（2023年9月）で公開されている情
報に基づけば、氏名に用いられる漢字の読み方に制限が加え
られることになるが、その制限自体は大きなものではなく、
実質的にはこれまでと同様に、広く多様な名前の読みが受け
入れられるものと解釈される。
　命名者が長い時間をかけて考え、様々な想いを込めて決定
した名前に対して、名前の審査を行う自治体が、「一般に認
められていない」読み方であると判断し、その名前を棄却す
ることは容易ではないものと想像される。また、もし仮にあ
る名前が棄却されても、個性的な名前の種類は多く（e.g.， 荻
原， 2015; Ogihara, 2021b）、他の個性的な名前を与えること
ができるであろう。
　したがって、これまでと同じように個性的な名前を与える
ことが可能であり、個性的な名前の出現頻度に大きな影響は
見られないと予測される。

3.4  注意点
　上記の予測に関して二点注意する必要がある。第一に、予
測はあくまで本稿執筆時点（2023年9月）で公開されている
情報に基づいている。特に、漢字の読みが制限されることに
よる影響では、「戸籍法等の改正に関する要綱案」（法務省， 
2023b）における「氏名として用いられる文字の読み方として
一般に認められているものでなければならない」という表現
は曖昧であり、この制限が現実的にどのような許容度を持っ
て運用されるかによって、個性的な名前の出現頻度に影響が
生じる可能性がある。例えば、戸籍法等の改正に関する要綱
案で明記されているように、これまでと同様に「幅広い名乗
り訓等を許容してきた我が国の命名文化を踏まえた運用」が
行われるのであれば、個性的な名前を与えることが依然とし

て可能である。一方で、漢字の音読みと訓読みのみを「一般
に認められているもの」として狭く解釈するようなことにな
れば、近年見られるような個性的な名前（e.g.， 荻原， 2015；
Ogihara, 2021b）の多くは制約を受けると考えられる。
　第二に、この予測は、戸籍法改正以外の他の条件が一定で
あることを前提としている。言い換えれば、戸籍法改正以外
には大きな変化が生じないと仮定した場合に想定される変化
について説明している。そのため、他の要因によって大きな
変化が生じた場合は、予測とは異なる帰結が生じる可能性が
ある。例えば、地震や台風などの大規模な自然災害が生じた
り、政治・経済状況に急激な変化が生じたりすれば、人々の
心理・行動傾向にも影響があり、個性的な名前の出現頻度に
も変化があるかもしれない。

4.  まとめ
　本稿では、今回の戸籍法改正の概要をまとめながら、戸籍
法の改正が名づけ・命名に与える影響、特に個性的な名前の
出現頻度に与える影響について議論した。
　今回の戸籍法改正には、戸籍に氏名の読みが登録されるこ
とと、氏名に用いられる漢字の読み方が制限されることとい
う大きな変更が含まれていた。しかし、この2点は、本稿執
筆時点（2023年9月）で公開されている情報に基づけば、個性
的な名前の出現頻度に大きな影響は与えないと予測される。
少なくとも、これまでの個性的な名前の増加傾向が反転する、
つまり個性的な名前の割合が減少するほどの影響はないと予
測される。戸籍に氏名の読みを登録することが義務付けられ
る前から、氏名の読みは他の多くのデータベースには既に登
録されており、出生時に与えられた名前の読みは基本的に変
更しないことが一般的であることには変わりはないと考えら
れる。また、漢字の読みが制限されるものの、これまでと同
様に「幅広い名乗り訓等を許容してきた我が国の命名文化を
踏まえた運用」が行われる限り、個性的な命名は許容されて
おり、その頻度が制限される程度は低いと考えられる。
　本稿では、これまでの研究知見を基に、執筆時点でアクセ
ス可能な情報を用いて、今後の名づけ・命名の動向を予測し
た。あくまで執筆時点での予測であり、この予測が正しいか
どうか、実際のデータをもとに今後検証することが必要であ
る。
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